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議案第２９号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 一 般 会 計 予 算 

 

令和８年度飯能市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，６７０，０００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，５００，０００千円と

定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。 
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⑴　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長　　新　井　重　治



単

5,514

位

3 軽 自 動 車 税

：

240,151

千

4 市 た ば

円

こ 税 469,000

）

5 鉱

款

産 税 1,010

項

6 入 湯 税

金

1,500

　

7 都 市 計 画 税

　

891,963

　

8 旧 法 に

　

よ る 税 3,100

　

2 地 方

　

譲 与 税 282,500

額

1

第

地 方 揮 発 油 譲 与 税 42

１

,500

表

2 自 動 車 重 量 譲

　

与 税 159,000

歳

3 森

入

林 環 境 譲 与 税 81,0

歳

00

出

3 利 子 割 交 付 金 20

予

,000

算

1 利 子 割 交 付 金

-

20,000

 3 -

1 市 税 13,038,462

歳

1 市

　

民 税 5,506,22

入

4

（

2 固 定 資 産 税 5,92



千

1 株 式

円

等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 1

）

40,000

款

6 法 人 事 業

項

税 交 付 金 150,00

金

0

　

1 法 人 事 業 税 交 付 金 1

　

50,000

　

7 地 方 消 費

　

税 交 付 金 2,010,

　

000

　

1 地 方 消 費 税 交 付

額

金 2,010,000

-

8

 

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

4

147,000

 

1 ゴ ル フ

-

場 利 用 税 交 付 金 147,000

9 環 境 性 能 割 交 付 金 1

1 環 境 性 能 割 交 付 金 1

4

10 地 方 特 例 交 付 金

配

147,400

当

1 地 方 特

割

例 交 付 金 147,40

交

0

付

11 地 方 交 付 税 4,9

金

00,000

1

1 地 方 交 付

1

税 4,900,000

0

1

,

2 交 通 安 全 対 策 特 別 交

0

付 金 10,000

0

1 交 通

0

安 全 対 策 特 別 交 付 金 10,000

1 配 当 割

（

交 付 金 110,000

単

5

位

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

：

金 140,000



2 手 数 料 137,268

15 国 庫 支 出 金 5,500,7

1

10

3

1 国 庫 負 担 金 4,3

分

77,420

担

2 国 庫 補 助

金

金 1,099,942

及

3

び

委 託 金 23,348

負

16

担

県 支 出 金 2,395,

金

713

1

1 県 負 担 金 1,4

5

70,330

6

2 県 補 助 金

,

764,266

0

3 委 託 金

1

161,117

6

17 財 産 収 入 197,908

1 財 産 運 用 収 入 60,836

2 財 産 売 払 収 入 137,072

18 寄 附 金 152,101

1 寄 附 金 15

-

1

2,101

負

19 繰 入 金 7

担

22,365

金

1 特 別 会 計

1

繰 入 金 55,985

56,01

 

6

5

14 使 用 料 及 び 手 数 料

 

336,490

-

1 使 用 料 199,222



千

入 703,834

円

1 延 滞

）

金 、 加 算 金 及 び 過 料 1

款

0,001

項

2 市 預 金 利 子

金

1,095

　

3 貸 付 金 元 利

　

収 入 100,854

　

4 受

　

託 事 業 収 入 140,1

　

36

　

5 収 益 事 業 収 入 80

額

,000

-

6 雑 入 371,

 

748

6

22 市 債 899,

 

500

-

1 市 債 899,500

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 32,670,000

2 基 金 繰 入 金 666,380

20 繰 越 金

（

650,000

単

1 繰 越 金

位

650,000

：

21 諸 収



単

務 管 理 費 2,786,

位

023

：

2 徴 税 費 393,

千

307

円

3 戸 籍 住 民 基 本 台

）

帳 費 239,441

款

4 選

項

挙 費 51,552

金

5 統 計

　

調 査 費 21,502

　

6 監

　

査 委 員 費 28,009

　

7

　

行 政 不 服 審 査 費 133

　

3

額

民 生 費 14,280,

-

277

 

1 社 会 福 祉 費 6,

7

103,308

 

2 児 童 福

-

祉 費 6,320,117

3 生 活 保 護 費 1,835,019

4 災 害 救 助 費 4

1

5 国 民 年 金 費 21,8

議

29

会

4 衛 生 費 2,970

費

,295

2

1 保 健 衛 生 費 1

3

,001,072

0,078

1 議 会 費

歳

230,078

　

2 総 務 費

出

3,519,967

（

1 総



千

049

円

6 農 林 水 産 業 費 3

）

11,406

款

1 農 業 費 1

項

29,452

金

2 林 業 費 1

　

81,954

　

7 商 工 費 6

　

21,488

　

1 商 工 費 6

　

21,488

　

8 土 木 費 2

額

,612,566

-

1 土 木

 

管 理 費 143,166

8

2

 

道 路 橋 り ょ う 費 492

-

,764

3 河 川 費 3,475

4 都 市 計 画 費 1,862,341

5 住 宅 費 1

2

10,820

環

9 消 防 費 1

境

,402,377

費

1 消 防

3

費 1,402,377

69,400

3 清 掃 費 1,5

（

99,823

単

5 労 働 費 2

位

,049

：

1 労 働 諸 費 2,



4 幼 稚 園 費 185,198

5 社 会 教 育 費 335,706

1

6 保 健 体

0

育 費 784,332

教

11

育

災 害 復 旧 費 2

費

1 農 林 水 産

3

施 設 災 害 復 旧 費 1

,

2 土 木

6

施 設 災 害 復 旧 費 1

9

12 公

3

債 費 2,975,74

,

4

7

1 公 債 費 2,975,

5

744

1

13 予 備 費 50,000

1 予 備 費 50,000

歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 32,670,000

1 教 育

-

総 務 費 708,834

 

2

9

小 学 校 費 1,374,

 

738

-

3 中 学 校 費 304,943
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第２表　地方債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業 19,800 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

第 ２ 庁 舎 除 却 事 業 55,800 同　　　上 同　　　上 同　　　上

飯 能 中 央 地 区 行 政 セ ン タ ー 等
複 合 施 設 整 備 事 業

4,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

総合福祉センター施設整備事業 23,000 同　　　上 同　　　上 同　　　上

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 2,300 同　　　上 同　　　上 同　　　上

飯能第一小学校放課後児童クラブ等
複 合 施 設 整 備 事 業

1,700 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市 道 整 備 事 業 49,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

橋 り ょ う 整 備 事 業 32,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

地 区 計 画 整 備 事 業 11,200 同　　　上 同　　　上 同　　　上

街 路 整 備 事 業 31,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

市 営 住 宅 整 備 事 業 16,900 同　　　上 同　　　上 同　　　上

小 学 校 施 設 整 備 事 業 11,500 同　　　上 同　　　上 同　　　上

飯 能 第 一 小 学 校 等
複 合 施 設 整 備 事 業

639,400 同　　　上 同　　　上 同　　　上

計 899,500

限 度 額
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議案第３０号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算  

 

令和８年度飯能市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８，５５４，３１２千円と定める。 

２ 南高麗診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５７，５１６千円と定める。 

３ 名栗診療所勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６１，４４６千円と定める。 

４ 事業勘定、南高麗診療所勘定及び名栗診療所勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間 の 

流用 
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令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 

 



単

2 使 用 料 及 び 手 数

位

料 1

：

1 手 数 料 1

千

3 国 庫 支 出

円

金 8,278

）

1 国 庫 補 助

款

金 8,278

項

4 県 支 出 金

金

6,152,299

　

1 県

　

補 助 金 6,152,2

　

98

　

2 財 政 安 定 化 基 金 交

　

付 金 1

　

5 財 産 収 入 106

額

1

第

財 産 運 用 収 入 106

１

6 繰

表

入 金 462,308

　

1 他

歳

会 計 繰 入 金 453,2

入

22

歳

2 基 金 繰 入 金 9,0

出

86

予

7 繰 越 金 20,00

算

0

事

1 繰 越 金 20,000

業 勘 定

- 3 -

1 国 民 健 康 保 険 税 1,

歳

895,326

　

1 国 民 健

入

康 保 険 税 1,895,

（

326



千

雑 入 5,540

円

歳　　

）

　　　　入　　　　　

款

　合　　　　　　計 8

項

,554,312

金　　　　　　額

- 4 -

8 諸 収 入 15,994

1 延 滞 金 、 加 算 金

（

及 び 過 料 10,054

単

2

位

貸 付 金 元 利 収 入 400

：

3



単

会 費 609

位

2 保 険 給 付 費

：

6,063,578

千

1 療

円

養 諸 費 5,221,7

）

21

款

2 高 額 療 養 費 819

項

,800

金

3 移 送 費 50

　

4 出

　

産 育 児 諸 費 15,50

　

7

　

5 葬 祭 諸 費 6,500

　

3

　

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納

額

付 金 2,302,59

-

3

 

1 医 療 給 付 費 分 納 付 金

5

1,521,721

 

2 後

-

期 高 齢 者 支 援 金 等 分 納 付 金 542,594

3 介 護 納 付 金 分 納 付 金 182,895

4 子 ど も ・ 子

1

育 て 支 援 金 納 付 金 55

総

,383

務

4 保 健 事 業 費 8

費

0,983

5

1 特 定 健 康 診

3

査 等 事 業 費 57,40

,

0

8

2 保 健 事 業 費 23,5

8

83

0

1 総 務 管 理

歳

費 32,007

　

2 徴 税 費

出

21,264

（

3 運 営 協 議



千

47,171

円

7 予 備 費 6

）

,000

款

1 予 備 費 6,0

項

00

金

歳　　　　　　出

　

　　　　　　合　　　

　

　　　計 8,554,

　

312

　　　額

- 6 -

5 基 金 積 立 金 107

1 基 金 積 立 金 107

（

6

単

諸 支 出 金 47,171

位

1

：

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金



単

2 使 用

位

料 及 び 手 数 料 203

：

1 使

千

用 料 73

円

2 手 数 料 130

）

3

款

繰 入 金 24,571

項

1 他

金

会 計 繰 入 金 24,57

　

1

　

4 繰 越 金 1,000

　

1 繰

　

越 金 1,000

　

5 諸 収 入

　

167

額

1 雑 入 167

南

歳　

高

　　　　　入　　　　

麗

　　合　　　　　　計

診

57,516

療 所 勘 定

- 7 -

1 診 療 収 入 31,575

歳

1 外 来 収 入 2

　

4,442

入

2 そ の 他 の 診

（

療 収 入 7,133



単

3,053

位

3 予 備 費 1,

：

000

千

1 予 備 費 1,00

円

0

）

歳　　　　　　出　

款

　　　　　合　　　　

項

　　計 57,516

金　　　　　　額

- 8 -

1 総 務 費 13,463

1 施 設 管 理

歳

費 13,463

　

2 医 業 費

出

43,053

（

1 医 業 費 4



単

2 使 用 料

位

及 び 手 数 料 124

：

1 使 用

千

料 40

円

2 手 数 料 84

）

3 繰 入

款

金 31,649

項

1 他 会 計

金

繰 入 金 31,649

　

4 繰

　

越 金 1,000

　

1 繰 越 金

　

1,000

　

5 諸 収 入 1,

　

115

額

1 雑 入 1,115

名 栗

歳　　　　　　入　　

診

　　　　合　　　　　

療

　計 61,446

所 勘 定

- 9 -

1 診 療 収 入 27,558

歳

1 外 来 収 入 22

　

,389

入

2 そ の 他 の 診 療

（

収 入 5,169



単

25,635

位

3 予 備 費 1

：

,000

千

1 予 備 費 1,0

円

00

）

歳　　　　　　出

款

　　　　　　合　　　

項

　　　計 61,446

金　　　　　　額

- 10 -

1 総 務 費 34,811

1 施 設 管

歳

理 費 34,811

　

2 医 業

出

費 25,635

（

1 医 業 費
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議案第３１号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 笠 縫 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 予 算  

 

令和８年度飯能市の笠縫土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３２，９０２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３９，０００千円と定める。 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 



単

1

位

使 用 料 1

：

3 国 庫 支 出 金 2

千

8,012

円

1 国 庫 補 助 金

）

28,012

款

4 財 産 収 入

項

1

金

1 財 産 売 払 収 入 1

　

5 繰 入

　

金 234,470

　

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 234,4

　

70

　

6 繰 越 金 10,00

額

0

-

1 繰 越 金 10,000

 

7

2

諸 収 入 18

 

1 雑 入 18

-

8 市

第

債 50,400

１

1 市 債 5

表

0,400

　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 10,000

歳

1 保

　

留 地 処 分 金 10,00

入

0

（

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1



歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 332,9

-

02

 3 -



単

159,707

位

3 公 債 費

：

140,950

千

1 公 債 費

円

140,950

）

4 予 備 費

款

1,000

項

1 予 備 費 1,

金

000

　

歳　　　　　　

　

出　　　　　　合　　

　

　　　　計 332,9

　

02

　　額

- 4 -

1 総 務 費 31,245

1 総 務 管 理

歳

費 31,245

　

2 事 業 費

出

159,707

（

1 事 業 費



第２表　地方債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 50,400 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 50,400

限 度 額

- 5 -





  

- 1 - 

議案第３２号 

 

令和８年度飯能市双柳南部土地区画整理特別会計予算  

 

令和８年度飯能市の双柳南部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７２，０３７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５０，０００千円と定める。 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 



単

1

位

使 用 料 1

：

3 国 庫 支 出 金 4

千

6,002

円

1 国 庫 補 助 金

）

46,002

款

4 財 産 収 入

項

1

金

1 財 産 売 払 収 入 1

　

5 繰 入

　

金 140,232

　

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 140,2

　

32

　

6 繰 越 金 5,000

額

1

-

繰 越 金 5,000

 

7 諸 収

2

入 1

 

1 雑 入 1

-

8 市 債 55,

第

800

１

1 市 債 55,80

表

0

　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 25,000

歳

1 保

　

留 地 処 分 金 25,00

入

0

（

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1



歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 272,0

-

37

 3 -



単

4

位

3 公 債 費 54,639

：

1

千

公 債 費 54,639

円

4 予

）

備 費 1,000

款

1 予 備 費

項

1,000

金

歳　　　　

　

　　出　　　　　　合

　

　　　　　　計 272

　

,037

　　　額

- 4 -

1 総 務 費 414

1 総 務 管 理 費 41

歳

4

　

2 事 業 費 215,98

出

4

（

1 事 業 費 215,98



第２表　地方債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 55,800 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 55,800

限 度 額

- 5 -





  

- 1 - 

議案第３３号 

 

令和８年度飯能市岩沢北部土地区画整理特別会計予算  

 

令和８年度飯能市の岩沢北部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８４，８７３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は､１９，０００千円と定める。 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 



単

使 用 料 1

位

3 国 庫 支 出 金 1

：

5,582

千

1 国 庫 補 助 金

円

15,582

）

4 財 産 収 入

款

1

項

1 財 産 売 払 収 入 1

金

5 繰 入

　

金 141,087

　

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 141,0

　

87

　

6 繰 越 金 5,000

　

1

額

繰 越 金 5,000

-

7 諸 収

 

入 1

2

1 雑 入 1

 

8 市 債 23,

-

200

第

1 市 債 23,20

１

0

表　歳入歳出予算

1 保 留 地 処 分 金 1

歳

1 保 留 地 処 分 金

　

1

入

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1

（

1



歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 184,8

-

73

 3 -



単

1

位

3 公 債 費 74,560

：

1

千

公 債 費 74,560

円

4 予

）

備 費 1,000

款

1 予 備 費

項

1,000

金

歳　　　　

　

　　出　　　　　　合

　

　　　　　　計 184

　

,873

　　　額

- 4 -

1 総 務 費 332

1 総 務 管 理 費 33

歳

2

　

2 事 業 費 108,98

出

1

（

1 事 業 費 108,98



第２表　地方債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 23,200 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 23,200

限 度 額

- 5 -





 

- 1 -

議案第３４号 

 

令和８年度飯能市岩沢南部土地区画整理特別会計予算 

 

令和８年度飯能市の岩沢南部土地区画整理特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４５１，９３５千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０７，０００千円と定める。 

 



- 2 -

 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長　　新　井　重　治



単

使 用 料 3

位

3 国 庫 支 出 金 8

：

0,386

千

1 国 庫 補 助 金

円

80,386

）

4 財 産 収 入

款

1

項

1 財 産 売 払 収 入 1

金

5 繰 入

　

金 231,443

　

1 一 般

　

会 計 繰 入 金 231,4

　

43

　

6 繰 越 金 5,000

　

1

額

繰 越 金 5,000

第

7 諸 収

１

入 1

表

1 雑 入 1

　

8 市 債 135

歳

,100

入

1 市 債 135,

歳

100

出予算

- 3 -

1 保 留 地 処 分 金 1

歳

1 保 留 地 処 分 金

　

1

入

2 使 用 料 及 び 手 数 料 3

（

1



千円）

款 項 金　　　　　　額

- 4 -

歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 451,93

（

5

単位：



単

6,416

位

3 公 債 費 12

：

9,011

千

1 公 債 費 12

円

9,011

）

4 予 備 費 1,

款

000

項

1 予 備 費 1,00

金

0

　

歳　　　　　　出　

　

　　　　　合　　　　

　

　　計 451,935

　　　額

- 5 -

1 総 務 費 5,508

1 総 務 管 理 費

歳

5,508

　

2 事 業 費 31

出

6,416

（

1 事 業 費 31



- 6 -

 第２表　債務負担行為

   千円

事　　　　　　　項 期　　　　　　　間 限　　　度　　　額

西 武 池 袋 線 元 加 治 第 ４ 号

踏 切 改 良 工 事 委 託 料
令和９年度から令和１０年度まで 513,000

第３表　地方債

起 債 の 目 的 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

土 地 区 画 整 理 事 業 135,100 普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

5.0％以内(ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該
見直し後の利率)

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その
融資条件、銀行その他の場合
にはその債権者と協定すると
ころによる。ただし、市財政
の都合により繰上償還し、又
は低利債に借り換えることが
できる。

計 135,100

限 度 額



- 1 -

議案第３５号

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和８年度飯能市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，４９４，６８９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、４００，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

⑴ 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の

流用



- 2 -

令和８年２月２７日提出

飯能市長 新 井 重 治



単

料 1

位

1 手 数 料 1

：

3 国 庫 支 出

千

金 1,348,416

円

1

）

国 庫 負 担 金 1,224

款

,555

項

2 国 庫 補 助 金 1

金

23,861

　

4 支 払 基 金

　

交 付 金 1,962,2

　

59

　

1 支 払 基 金 交 付 金 1

　

,962,259

　

5 県 支

額

出 金 1,103,74

第

3

１

1 県 負 担 金 1,075

表

,406

　

2 県 補 助 金 28

歳

,337

入

6 財 産 収 入 7,

歳

774

出

1 財 産 運 用 収 入 7

予

,774

算

7 繰 入 金 1,2

-

79,339

 

1 一 般 会 計

3

繰 入 金 1,078,0

 

28

-

1 保 険 料 1,782,804

歳

1 介

　

護 保 険 料 1,782,

入

804

（

2 使 用 料 及 び 手 数



千

1

円

延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過

）

料 11

款

2 雑 入 342

項

歳　

金

　　　　　入　　　　

　

　　合　　　　　　計

　

7,494,689

　　　　額

- 4 -

2 基 金 繰 入 金 201,311

8 繰 越 金 1

（

0,000

単

1 繰 越 金 10

位

,000

：

9 諸 収 入 353



単

査 会 費 82,624

位

4 事

：

業 計 画 策 定 委 員 会 費 7

千

,501

円

2 保 険 給 付 費 7

）

,076,800

款

1 介 護

項

サ ー ビ ス 等 諸 費 6,5

金

00,000

　

2 介 護 予 防

　

サ ー ビ ス 等 諸 費 209

　

,680

　

3 そ の 他 諸 費 4

　

,500

　

4 高 額 介 護 サ ー

額

ビ ス 等 費 190,22

-

0

 

5 高額医療合算介護サ

5

ービス等費 22,05

 

0

-

6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 150,350

3 地 域 支 援 事 業 費 245,320

1 介護予防・

1

生活支援サービス事業

総

費 156,241

務

2 一 般

費

介 護 予 防 事 業 費 34,

1

203

0

3 包 括 的 支 援 事 業

3

・ 任 意 事 業 費 54,5

,

00

0

4 そ の 他 諸 費 376

73

1 総 務 管

歳

理 費 3,413

　

2 徴 収 費

出

9,535

（

3 介 護 認 定 審



千

6

円

諸 支 出 金 54,433

）

1

款

償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

項

3,211

金

2 繰 出 金 51

　

,222

　

7 予 備 費 4,0

　

00

　

1 予 備 費 4,000

　　

歳　　　　　　出　　

額

　　　　合　　　　　

-

　計 7,494,68

 

9

6 -

4 基 金 積 立 金 7,775

1 基 金 積 立 金 7

（

,775

単

5 公 債 費 3,2

位

88

：

1 公 債 費 3,288



  

- 1 - 

議案第３６号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算  

 

令和８年度飯能市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６７２，２３５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 



単

2 繰 入 金 28

位

2,234

：

1 一 般 会 計 繰

千

入 金 282,234

円

3 繰

）

越 金 700

款

1 繰 越 金 70

項

0

金

4 諸 収 入 5,436

　

1 延

　

滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料

　

251

　

2 償 還 金 及 び 還 付

　

加 算 金 5,150

　

3 雑 入

額

35

-

歳　　　　　　入

 

　　　　　　合　　　

2

　　　計 1,672,

 

235

-

第１表　歳入歳出予算

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 1,3

歳

83,865

　

1 後 期 高 齢

入

者 医 療 保 険 料 1,38

（

3,865
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議案第３７号 

 

令 和８年度飯能市訪問看護ステーション 特別会計予算  

 

令和８年度飯能市の訪問看護ステーション特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１，４６１千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は､「第１表歳入歳出予算」による。 

 

令和８年２月２７日提出 

飯能市長  新 井 重 治 
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1 総 務 費 26,631

1 総 務 管 理

歳

費 26,631

　

2 事 業 費

出

13,830

（

1 事 業 費 1
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議案第３８号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

　（総　則） 

第１条　令和８年度飯能市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴　給 水 戸 数　　　　　　　　　　　　　３８，６０３戸 

　　　（ 給 水 世 帯 数 ）　　　　　　　　　　　　（３６，９１６世帯） 

⑵　年 間 総 配 水 量　　　　　　　　　　９，６３４，６００㎥ 

⑶　１ 日 平 均 配 水 量　　　　　　　　　　　　　２６，３９６㎥ 

⑷　主 要 な 建 設 改 良 事 業 

　　　　イ　老朽管布設替事業　　　　　　　　　　　３２６，１００千円 

　　　　ロ　配水管網整備事業　　　　　　　　　　　１０８，０００千円 

　　　　ハ　取水・浄水・配水施設等整備事業　　　　２８０，９００千円 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　入 

　第１款　水 道 事 業 収 益　　　　　　　　１，８０９，５５９千円 

　　第１項　営 業 収 益　　　　　　　１，４５１，８４７千円 

　　第２項　営 業 外 収 益　　　　　　　　　３５７，３９０千円 

　　第３項　特 別 利 益　　　　　　　　　　　　　３２２千円 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出 

　第１款　水 道 事 業 費 用　　　　　　　　２，０２２，９３５千円 

　　第１項　営 業 費 用　　　　　　　１，９５６，５３２千円 

　　第２項　営 業 外 費 用　　　　　　　　　　５５，８４１千円 

　　第３項　特 別 損 失　　　　　　　　　　　　　５６２千円 

　　第４項　予 備 費　　　　　　　　　　１０，０００千円 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

５２８，１７１千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６２，８６７千円、過年度分損益勘定留保資金

４６５，３０４千円で補てんするものとする。)。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　入 

第１款　資 本 的 収 入　　　　　　　　　　６０１，８２６千円 

　　第１項　企 業 債　　　　　　　　　４６０，０００千円 

第２項　負 担 金　　　　　　　　　１４１，８２６千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出 

　第１款　資 本 的 支 出　　　　　　　　１，１２９，９９７千円 

　　第１項　建 設 改 良 費　　　　　　　　　８６８，９８０千円 

　　第２項　企 業 債 償 還 金　　　　　　　　　２６１，０１７千円 

（継続費） 

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 

 

 款 項 事　業　名 総　　額 年　　度 年 割 額

 
1 資本的支出 1 建設改良費

県水受水場機械設備更新事

業
200,000 千円

令和 8 年度 80,000 千円

 令和 9 年度 120,000 千円
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　（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴　営業費用及び営業外費用の間の流用 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

　⑴　職　員　給　与　費　　　　　　　　　　　　　１８６，７７７千円 

 
1 資本的支出 1 建設改良費

県水受水場電気設備更新事

業
80,000 千円

令和 8 年度 32,000 千円

 令和 9 年度 48,000 千円

 起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 　 率 償　還　の　方　法

  

老朽管布設替事業

千円  

201,000

 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行

 

5.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行
った後においては、当該見直
し後の利率）

 

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件、銀行その他の場合には
その債権者と協定するところ
による。ただし、企業財政の都
合により繰上償還し、又は低利
債に借り換えることができる。

 
取水・浄水・配水施設等
整備事業

259,000 同　上 同　上 同　上

 
計 460,000
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　（他会計からの補助金） 

第９条　一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、１３３，１５８千円である。 

　（たな卸資産購入限度額） 

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、２２，０２９千円と定める。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月２７日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯能市長　　新　井　重　治 
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議案第３９号 

 

令 和 ８ 年 度 飯 能 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 

 

　（総　則） 

第１条　令和８年度飯能市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

⑴　水 洗 化 戸 数　　　　　　　　　　　　　２６，５３０戸 

　⑵　年 間 有 収 水 量　　　　　　　　　　５，９８３，０００㎥ 

⑶　１ 日 平 均 有 収 水 量　　　　　　　　　　　　　１６，３９２㎥ 

⑷　主 要 な 建 設 改 良 事 業 

　　イ　未普及対策事業　　　　　　　　　　　　　４６，７１０千円 

　　ロ　老朽化対策事業　　　　　　　　　　　　３２９，９００千円 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　入 

　第１款　下 水 道 事 業 収 益　　　　　　　　２，１７３，７４０千円 

　　第１項　営 業 収 益　　　　　　　１，４８４，９３５千円 

　　第２項　営 業 外 収 益　　　　　　　　　６００，８０５千円 

　　第３項　附 帯 事 業 収 益　　　　　　　　　　８８，０００千円 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出 

　第１款　下 水 道 事 業 費 用　　　　　　　　２，１０５，３３５千円 

　　第１項　営 業 費 用　　　　　　　１，８５４，１２９千円 

　　第２項　営 業 外 費 用　　　　　　　　　１８０，００５千円 

第３項　附 帯 事 業 費 用　　　　　　　　　　６０，９５１千円 

　　第４項　特 別 損 失　　　　　　　　　　　　　２５０千円 

　　第５項　予 備 費　　　　　　　　　　１０，０００千円 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

４６２，０３７千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６，１９８千円、過年度分損益勘定留保資金

５５，３２５千円、当年度分損益勘定留保資金４００，５１４千円で補てんするものとする。)。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　　　　　　入 

第１款　資 本 的 収 入　　　　　　　　　　５７８，４４１千円 

　　第１項　企 業 債　　　　　　　　　２１５，３００千円 

第２項　負 担 金 及 び 分 担 金　　　　　　　　　　６６，３１１千円 

第３項　他 会 計 補 助 金　　　　　　　　　１３７，４６０千円 

　　第４項　国 庫 補 助 金　　　　　　　　　１５９，３７０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　　　　　出 

　第１款　資 本 的 支 出　　　　　　　　１，０４０，４７８千円 

　　第１項　建 設 改 良 費　　　　　　　　　４５８，５０７千円 

　　第２項　企 業 債 償 還 金　　　　　　　　　５８１，９７１千円 
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（債務負担行為） 

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

　（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

（一時借入金） 

第７条　一時借入金の限度額は、１５０，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

⑴　営業費用及び営業外費用の間の流用 

 

 

 事　　項 期　　間 限　度　額

 飯能市公共下水道飯能市浄化センター更新 

工事に関する協定（管理本館）
令和 9 年度～令和 10 年度 　　　　　981,600 千円

 起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 　 率 償　還　の　方　法

  

公共下水道事業

千円  

215,300

 

普 通 貸 借 
又 は 
証 券 発 行

 

5.0％以内（ただし、利率見
直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを行
った後においては、当該見直
し後の利率）

 

政府資金及び地方公共団体金
融機構資金については、その融
資条件、銀行その他の場合には
その債権者と協定するところ
による。ただし、企業財政の都
合により繰上償還し、又は低利 
債に借り換えることができる。

 
計 215,300
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（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその

経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

　⑴　職　員　給　与　費　　　　　　　　　　　　　１１６，４１８千円 

　（他会計からの補助金） 

第１０条　一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、１３７，４６０千円である。 

　（たな卸資産購入限度額） 

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、１，０８２千円と定める。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年２月２７日提出 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯能市長　　新　井　重　治


